
市役所の開庁時間は、原則平日午前８時30分～午後５時です。（正午～午後１時除く）
各種申し込みは、開庁時間または各施設開館時間内にお願いします

お住まいの地区の民生委員・児童委員については、
地域福祉課へお問い合わせください

i地域福祉課地域福祉係
（☎０４２-３８７-９９１５）

どんな活動をしているの？

　地域の実情をよく知る市内在住の方々がそれぞれの地域を担当し活動します。住民の立場で、無報酬
で活動を行うボランティアです。
■�「民生委員」は厚生労働大臣から委嘱を受け、地域の福祉に関する相談・支援の窓口を担っています。
■�「児童委員」は子どもたちの見守りや子育て相談・支援等を担っており、民生委員が児童委員を兼ね
ています。
■�「主任児童委員」とは、民生委員・児童委員の中から指名され、児童福祉に関することを専門に担当
しています。

民生委員・児童委員・主任児童委員とは

　小金井市では、現在６５人の民生委員がそれぞれの担当区域内で活動し
ていますが、担い手が少なくなっています。
　地域の身近な相談相手として、お困りごと解決のための窓口へのつな
ぎ役として、民生委員は大切な役割を担っています。活動に関心がある
方はぜひ、お問い合わせください。

民生委員の活動に関心がある方へ

昨年度のPR委員会のようす

民生委員・児童委員の
公式イメージキャラクター
ミンジー

ご相談内容に応じて適切な関係機関・団体につなぎます。
守秘義務がありますので、安心してご相談ください。こんな時は、ご相談ください

・�子育てで悩んでいる
・�いじめや不登校が心配
・�ひとり親なので仕事と子育ての
両立が大変

子どものこと
・�生活費のことで悩んでいる
・�子どもの教育費のことで悩んで
いる

生活のこと
・�介護のことで悩んでいる
・�障がいに関する支援や相談窓口
を知りたい
・�近所に心配な高齢者がいる

高齢者や介護のこと

東京都民生児童委員
連合会HP

詳しくはこちら

■�声かけやパトロール
■�高齢者や障がい者世帯の訪問
■�児童の登下校時の見守り

見守る
■�暮らしの相談相手
■�地域行事への参加
■�子ども食堂などへの協力

支える
■�福祉サービスの紹介
■�関係機関との連携・協力

つなぐ
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